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居宅介護支援重要事項説明書 

＜令和 8 年（2026 年）4 月 1 日現在＞ 

 

１ 事業所の概要 

（１）事業所の所在地等およびサービス提供地域 

事業所名 光が丘居宅介護支援事業所 

所在地 東京都練馬区光が丘二丁目 9 番 6 号 

 事業所番号 １３７２０００487 

サ－ビス提供地域 練馬区 

 

（２）事業所の職員体制                 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）営業日および営業時間 

  営業日     月曜日～土曜日 

（ただし、祝日、年末年始を除く） 

  営業時間    午前８時３０分～午後５時１５分 

※ 休業日・夜間の緊急連絡先電話番号 

０３－5968－4081 または ０７０－６９９4－2286 

 

２ 事業団の概要および運営方針 
 

（１）事業団の概要 

   名称       社会福祉法人練馬区社会福祉事業団 

   代表者役職・氏名 理事長 臼井 素子  

   本部所在地    東京都練馬区光が丘六丁目４番１号 

電話番号     ０３－６７５８－０１４０ 

 

 常勤 非常勤 計 

管理者 

（介護支援専門員） 

1 名    1 名 

介護支援専門員 3 名以上 

 

 

3 名以上 
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運営事業     第一種社会福祉事業 

            ・特別養護老人ホームの経営        

 ・軽費老人ホームの経営          

            第二種社会福祉事業 

            ・老人デイサービスセンターの経営 

            ・老人短期入所事業の経営 

            ・老人居宅介護等事業の経営 

            ・障害福祉サービス事業の経営 

            ・移動支援事業の経営 

            ・老人福祉センターの経営 

            ・生計困難者に対する相談支援事業 

            公益事業 

            ・居宅介護支援事業    

            ・練馬区立敬老館運営業務 

            ・練馬福祉人材育成・研修センター事業 

            ・練馬区立区民ホール管理業務 

            ・地域包括支援センター運営業務 

            ・介護予防支援事業 

 

（２）運営方針 

事業団は、お客様に対し、練馬区社会福祉事業団経営理念および介護サービ

ス理念に基づき、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意および能

力を有する職員による適切な援助を行うよう努めております。 

 

 ①お客様の心身の状況、その置かれている環境に応じて、そのお客様が可  

  能な限り、その居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営 

むことができるよう、お客様の立場に立って援助を行います。 

②お客様の意思および人格を尊重し、お客様の選択に基づき、適切な保健 

医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率 

的に提供されるよう、中立公正な立場でサービスを調整します。 

③関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図 

り、総合的なサービスの提供に努めます。 
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 （３）介護支援専門員の研修 

   ①新規採用時研修 

    当事業団の全体研修のほか、介護支援専門員の実務に係る研修を実施し 

ています。 

   ②現任研修 

    当事業団の研修計画に基づいて、実施しています。 

 

3 サービスについて 

（１）居宅介護支援の内容 

内 容 提 供 方 法 

 

居宅サービス計画の

作成と各サービス提

供事業者との調整 

課題分析を行った上でお客様のニーズを把握し、

居宅サービス計画を作成します。居宅サービス計

画の作成に際し、お客様は複数の指定居宅サービ

ス事業者等の紹介を求めることができます。ま

た、計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等

の選定理由の説明を求めることができます。各サ

ービス利用に関する事業者との調整を行い、必要

に応じて関係機関との連絡調整を行います。 

ケアマネジメントの

公正中立性の確保 

当事業所の居宅介護支援における訪問介護、通所

介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用

状況については、別添のとおりです。 

サービス実施状況お

よび課題の把握 

介護支援専門員は、特段の事情がない限り、少な

くとも１月1回、お客様の居宅に訪問し、サービス

内容が適切かどうかの確認をします。 

給付管理 

介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後、そ

の内容に基づき給付管理票を作成し、東京都国民

健康保険団体連合会に提出します。 

 

 （２）その他の留意事項 

   ①お客様が病院等に入院することとなった場合には、病院等と情報共有や連 

携を図るために、入院先医療機関に対し、事業団の事業所名および担当介護 

支援専門員名を伝えていただきますようお願いいたします。 

   ②事業団は、医療系のサービスの利用を希望するお客様について、お客様の同 
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意を得て主治の医師等の意見を求める際には、当該主治の医師等に居宅サー 

ビス計画を交付するものとします。 

   ③事業団は、お客様の居宅サービス計画の内容として、統計的に見て通常の居 

    宅サービス計画よりかけ離れた回数の生活援助中心の訪問介護を位置付ける 

場合には、担当者を通じて所轄の区市町村にお客様の居宅サービス計画を届 

け出るものとします。 

   ④事業団は、お客様が要介護認定の更新または区分変更の申請を円滑に行える 

よう必要な支援を行います。 

  

4 サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

  事業団との間で契約を締結していただきます。 

  契約締結時に必要な書類は以下のとおりです。 

  ・必ず確認させていただくもの 

①介護保険被保険者証 

②介護保険負担割合証 

   ・お持ちの方のみ確認させていただくもの 

①介護保険負担限度額認定証 

②生活困窮者に対する利用者負担額軽減確認証 

③その他利用者負担額の軽減制度に関する認定証等 

 

（２）サービスの終了（契約の終了） 

①お客様のご都合でサービス利用を中止される場合 

サービスの終了を希望する日の 7 日前までに、書面等でお申し出くださ 

い。 

   ②つぎのいずれかに該当した場合は、自動的にサービスの提供を終了いた 

します。 

ア お客様が介護保険施設に入所した場合 

イ 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、 

要支援 1、要支援 2、非該当（自立）と認定された場合 

ウ お客様が介護予防・日常生活支援総合事業の対象者と認定された場 

  合 

エ お客様がお亡くなりになった場合もしくは被保険者の資格を喪失し 

  た場合 

③その他 

以下の場合、事業団は書面で通知することにより直ちにサービスの利 
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用を終了させていただく場合があります。 

・ お客様またはそのご家族が、事業団、職員に対して、暴言、セクシ

ュアルハラスメント（性的いやがらせ）、暴力などの不適切な言

動をし、本契約を継続しがたいとき 

・ お客様またはそのご家族が故意に法令違反その他重大な秩序破壊

行為をし、改善の見込みがないとき 

・ お客様が入院もしくは病気等により、3 か月以上にわたってサー

ビスを利用できないことが明らかであるとき 

・ 事業団が事業所を閉鎖または縮小するとき、事業所における本契約

に対応する業務を廃止するとき、または人員不足などやむを得ない

理由によりお客様にサービスの提供ができないとき 

 

5 料金 

サービス利用料については、別表のとおりです。 

介護保険適用となる場合は、利用料の自己負担分はありません。 

ただし、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接 

事業者に支払われない場合があります。その場合は、お客様は事業団に一旦利用 

料金をお支払いただき、事業団はお客様にサービス提供証明書を発行します。お 

客様は、後日、このサービス提供証明書を区市町村の窓口に提出し、差額の払い 

戻しを受けることができます。 

 

６ 緊急時の対応 

お客様の健康状態が急変した場合または緊急の場合には、医療機関に連 

  絡する等、必要な措置を講じます。また、お客様があらかじめ届け出た緊 

急連絡先に連絡します。 

お客様には、契約時に緊急連絡先を届け出ていただきます。変更があっ 

  たときも同様です。 

 

７ 事故発生時の対応 

（１）お客様に対する指定居宅サービス事業者等による各種サービスの提供に 

際して事故が発生したことを認識した場合は、速やかに、緊急連絡先、練馬 

区（地域包括支援センター等）に連絡します。 

（２）お客様に対するサービスの提供によって、事業団の故意または過失によ 

り、お客様の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、事業団はお客様 

に対してその損害を賠償します。 
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８ 感染症および自然災害対策 

事業団では、重大な感染症および自然災害が発生した場合でも、お客様が 

継続してサービスの提供を受けられるよう業務継続計画（BCP）を策定して 

います。また、その年間計画に基づき訓練や研修等を行っています。 

９ 虐待の防止への取り組み 

   事業団では、お客様の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止する  

ため次の措置を講じます。 

①虐待の防止のための指針を整備します。 

②虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、 

その結果について事業所職員に周知徹底します。 

③虐待の防止のための定期的な研修を実施します。 

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するために担当者をおきます。 

 

１０ ハラスメント対策 

 （１）事業団は、職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやす 

い環境づくりを目指します。 

 （２）お客様またはそのご家族が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌 

がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシュアルハラスメントなどの行為を禁 

止します。 

 

１１ 個人情報保護の取組み 

   事業団では、事業団個人情報の保護に関する規程を定め、プライバシーポ 

リシーを策定しています。（https://www.nerima-swf.jp/privacy/） 

 

１２ 身分証携行義務 
   介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時およびお客様また 

はそのご家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 
１３ サービス内容に関する苦情・相談等 

事業団のサービスに関する苦情、相談等は、以下の担当者または窓口ま 
でお申し出ください。 

 

（１）サービスに関するご相談、ご要望、苦情等 

担当介護支援専門員   電話番号 ０３－5968－4081 

（月曜～土曜 午前 8 時３０分～午後５時１５分  ただし祝日、年末年始 

を除く） 

 

（２）当事業所の居宅介護支援に関するご相談、ご要望、苦情等 

○ 光が丘居宅介護支援事業所  

https://www.nerima-swf.jp/privacy/
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  管理者 上原 三千代  電話番号 ０３－5968－4081 

 

〇 居宅介護支援事業課苦情解決責任者 

  係長  千葉 るみ子  電話番号 ０３－3825－0085 

 

 

〇 練馬区社会福祉事業団 サービス向上担当課 

電話番号 ０３－６７５８－０１４０ 

（月曜～金曜 午前９時～午後５時 ただし祝日、年末年始を除く） 

 

  ○ 地域包括支援センター 

お客様の住所地を担当する地域包括支援センター 

（月曜～土曜 午前 8 時３０分～午後５時１５分  ただし祝日、年末年 

   始を除く） 

※お客様の住所地により、担当する地域包括支援センターが違います。 

詳しくは別紙の地域包括支援センター一覧をご確認ください。 

 

  ○ 練馬区保健福祉サービス苦情調整委員事務局 

   電話番号 ０３－5984－1472 

（月曜～金曜 午前 8 時３０分～午後５時 ただし祝日、年末年始を除く） 

 

 ○ 東京都国民健康保険団体連合会 介護相談窓口 

    電話番号 ０３－６２３８－０１７７（相談・苦情受付専用） 

（月曜～金曜 午前９時～午後５時 ただし祝日、年末年始を除く） 

 

１４ 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

 

実施の有無   有り  ・  無し 

実施した直近の年月日  

実施した評価期間の名称  

評価結果の開示状況  
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居宅介護支援のサービス提供にあたり、お客様に本書面に基づいて重要な 

事項を説明しました。 

 

 

説明日    令和   年   月   日 

 

 

事業者  住 所  東京都練馬区光が丘六丁目４番１号 

     名 称  社会福祉法人練馬区社会福祉事業団 

          代表者 理事長  臼 井 素 子   

 

  （説明者） 

     住 所  東京都練馬区光が丘二丁目 9 番 6 号 

     名 称  社会福祉法人練馬区社会福祉事業団 

          光が丘居宅介護支援事業所 

          介護支援専門員          

 

 

私は、本書面により、事業者から重要事項の説明を受け、同意し交付を受け 

ました。 

 

同意日  令和   年   月   日 

 

 

お客様  住 所                        

 

     氏 名                        

 

代理人（お客様との関係             ） 

  

     住 所                        

 

     氏 名                      
 

 

 

 



 

１．基本料金

12,380円/月 要介護度1・2

16,085円/月 要介護度3・4・5

２．加算料金

金額 要件等

3,420円/回
新規に居宅サービス計画を作成する場合
要介護状態区分が2区分以上変更された場合

2,850円/月
お客様が入院した日のうちに、医療機関に必要な情報を提供した場合（1
月に1回を限度）

2,280円/月
お客様が入院した日の翌日または翌々日に、医療機関に必要な情報を提
供した場合（1月に1回を限度）

カンファレンス参加無 連携1回 5,130円

カンファレンス参加無 連携2回 6,840円

カンファレンス参加有 連携1回 6,840円

カンファレンス参加有 連携2回 8,550円

カンファレンス参加有 連携3回 10,260円

570円/月
お客様が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師等と情報連携を行
い、ケアマネジメントを行った場合

2,280円/回
病院または診療所の求めにより、医師または看護師等と共にお客様の居
宅を訪問し、カンファレンスを行い居宅サービスの調整を行った場合（1
月に2回を限度）

4,560円/月

医師が一般的に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがない
と診断された（終末期）お客様が対象。

①24時間連絡が取れる体制を確保し、かつ、必要に応じて指定居宅介護
支援を行うことができる体制を整備している。
②お客様またはそのご家族の同意を得た上で、死亡日および死亡日前14
日以内に2日以上お客様の居宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、
お客様の状態やサービス変更の必要性等を把握し、お客様への支援を実
施する。
③訪問により把握したお客様の心身の状況などの情報を記録し、主治の
医師等および居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者へ提供
する。

5,916円/月

4,799円/月

3,682円/月

1,425円/月

特定事業所加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得している事業所が、前々年度3月
から前年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算を
15回以上算定していること、および退院・退所加算の算定に係る医療機
関等との連携回数が35回以上の場合

３．減算

金額 要件等

200単位/月の
減算

正当な理由なく特定の事業所に80％以上集中した場合（指定訪問介護・
指定通所介護・指定地域密着型通所介護・指定福祉用具貸与）

所定単位数の
95％を算定

①事業所と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物または事業所と同一の
建物に居住するお客様
②1月当たりのお客様が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する
お客様

特定事業所医療介護連携加算

減算の種類

特定事業所集中減算

同一建物減算

退
院
・
退
所
加
算

お客様が医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を
利用するにあたり、介護支援専門員が医療機関等の職員と面談を行い、
お客様に関する必要な情報を得た上で居宅サービス計画を作成し、居宅
サービス等の利用に関する調整を行った場合
（入院または入所期間中につき1回を限度）

通院時情報連携加算

緊急時等居宅カンファレンス加算

ターミナルケアマネジメント加算

特定事業所加算（Ⅰ）

質の高いケアマネジメントを実施する事業所を評価するものであり、専
門性の高い人材を確保して事業所の体制を整えていること、実際に支援
困難なケースや中重度者の対応をしているなど、厚生労働大臣の定める
基準に適合する場合

（一部抜粋）
加算（Ⅰ）常勤主任介護支援専門員2名以上、常勤介護支援専門員3名以
上
算定日が属する月のお客様の総数のうち、要介護3～5である者の占める
割合が100分の40（40％）以上であること
加算（Ⅱ）常勤主任介護支援専門員1名以上、常勤介護支援専門員3名以
上
加算（Ⅲ）常勤主任介護支援専門員1名以上、常勤介護支援専門員2名以
上

特定事業所加算（Ⅱ）

特定事業所加算（Ⅲ）

入院時情報連携加算（Ⅱ）

　　　　　　　　　　　　　　　　   重要事項説明書　5（料金）　　　　　　　             　（別表）

居宅介護支援費（Ⅰ）

介護支援専門員1人あたりの取扱い件
数45件未満

加算の種類

初回加算

入院時情報連携加算（Ⅰ）

 
 



 

 

重要事項説明書 別添 

 

当事業所の居宅介護支援における訪問介護、通所介護、地域密着型通所介

護、福祉用具貸与のサービス利用割合は以下の通りです。 

【令和 7 年後期：令和 7 年９月１日から令和 8 年２月２８日まで】 

 

 

①居宅介護支援における訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各

サービスの利用割合 

サービス種類 割合 

訪問介護 ４5％ 

通所介護 48％ 

地域密着型通所介護 ２％ 

福祉用具貸与 77％ 

 

②居宅介護支援における訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各

サービスについて、同一事業者によって提供されたものの割合 

サービス種類 事業所名と割合 

訪問介護 
みずたま介護ＳＴ光が丘１

6％ 
あくとケア光が丘１1％ 田柄訪問介護 １０％ 

通所介護 デイサービス春日町 10％ 土支田デイサービス 8％ 高松デイサービス ８％ 

地域密着型通所介護 トータルリハ光が丘2６％  スマイルデイ成増2６% げんきネクスト練馬旭町２6％ 

福祉用具貸与 ヤマシタ練馬 １4％ シルバーホクソン １0％ （株）東基 １０％ 

 

説明者 

光が丘居宅介護支援事業所 介護支援専門員                  

 

説明日 令和    年    月    日 

お客様 氏 名                        

代理人 氏 名                        

（お客様との関係              ） 


